
令和８年４月 

堺 市 

 

令和８年度から適用する入札・契約に関する主な見直し内容について 

 

 本市が発注する予定価格 400万円を超える建設工事及び予定価格 200万円を超える工事関連業務

に係る入札・契約について、令和 8年度から適用する主な見直しの内容は以下のとおりとなります。 

 各通知及び案件ごとの入札説明書等を熟読いただき、変更点に留意の上、入札参加申請等を行ってく

ださい。 

  

法改正等に伴う見直し 

①工事費内訳書及び請負

代金内訳書の取扱い 

・「工事費内訳書各経費の記載に係る留意点について」（別添２）を公表しました

（※）。工事費内訳書における材料費等の記載に当たっては、当該資料を参考にし

てください。 

 ※入札情報公開システムにおいて、各案件の「申請添付書類様式」中に参考資料

として掲載しました。 

・落札候補者の工事費内訳書確認の際、工事費内訳書に材料費等の記載が無い場合

は材料費等を追記した工事費内訳書を求めることとします。 

※ただし低入札価格調査対象者の場合は工事費内訳書の再提出は認めません。 

・契約締結後に提出いただく「請負代金内訳書」の様式を改正しました。 

 

工事費内訳書及び請負代金内訳書の取扱いについて 

  別添１：工事費内訳書における材料費、労務費等の明示について 

  別添２：工事費内訳書各経費の記載に係る留意点について 

 

②建設業法の改正に伴う

監理技術者等及び営業

所技術者の専任緩和 

・情報通信機器を活用するなどの一定の要件を満たす場合に、専任の監理技術者又

は主任技術者が工事現場を２件まで兼任できることとしました。（専任特例１号） 

・情報通信機器を活用するなどの一定の要件を満たす場合に、営業所技術者を１件

に限り工事現場へ専任の監理技術者又は主任技術者として配置を認めます。（建設

業法第 26 条の 5） 

 

建設業法の改正に伴う監理技術者等及び営業所技術者の専任緩和について 

 

 

入札・契約手続の電子化 

①契約保証及び前払金保

証に係る保証証書等の

電子化 

・契約保証や前払金保証（中間前払金保証を含む。）に係る保証証書等について、

電子証書等閲覧サービスを利用した電子保証を開始しました。 

 （従来どおり紙の証券・証書の提出も可） 

 

 電子保証関係のページ 

 

https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/nyusatsu/kensetsu/index.files/202603tsuuchi.pdf
https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/nyusatsu/kensetsu/index.files/202603betten1.pdf
https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/nyusatsu/kensetsu/index.files/202603betten2.pdf
https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/nyusatsu/kensetsu/index.files/kanwatuuti.pdf
https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/nyusatsu/kensetsu/index.files/kanwatuuti.pdf
https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/nyusatsu/kensetsu/system/denshihosyou.html


②事後審査書類の電子化 ・落札候補者となった際に提出する事後審査書類について、電子調達システム上で

の提出受付を開始しました（従来どおり窓口への持参による提出も可）。 

 ※詳細は後日堺市ホームページ上で通知します。 

総合評価落札方式・低入札価格調査制度 

①建設工事における総合

評価落札方式ガイドラ

イン（令和 8年度版）の

策定 

 

総合評価落札方式（建設工事）のページ 

②建築設計業務における

総合評価落札方式施行

実施ガイドライン（令和

8年度版）の策定 

 

総合評価落札方式（建築設計業務）のページ 

③低入札価格調査制度の

見直し及び労務費ダン

ピング調査の試行 

 

●低入札価格調査辞退届の提出期間の変更 

改正前：低入札価格調査対象者が、落札候補者となった旨の通知を受けた日の翌

日から起算して４日以内に提出 

改正後：調査基準価格を下回る入札を行った全ての者が、開札日の翌日から起算

して４日以内に提出 

※期限経過後の提出は認めません。 

●労務費ダンピング調査の試行 

 対象案件：低入札価格調査制度を適用する工事（予定価格１億５千万円以上） 

 対 象 者：調査基準価格を下回る入札を行った者（詳細調査の結果、契約の内容

に適合した履行がなされないおそれがある場合を除く。） 

 

 低入札価格調査制度の見直し及び労務費ダンピング調査の試行について 

 

 

その他 

①暴力団員又は暴力団密

接関係者でない旨の「誓

約書」の改正 

・令和８年４月以降に提出する誓約書から様式を改正し、押印不要としました。 

 

 暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の「誓約書」の改正について 

 

②事後審査に係る誓約書

の改正 

・令和８年４月以降に発注する案件の事後審査において提出する誓約書から様式

を改正し、配置予定の技術者等は、兼任が可能な場合として規定する場合を除

き、他の工事及び工事以外の業務その他の案件に係る職務との兼任ができない

旨の注意書きを追加しました。 

 

 事後審査書類（市長事務部局等）のページ 

 

 

https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/nyusatsu/kensetsu/seido/rakusatsu.html
https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/nyusatsu/kensetsu/seido/sougouhyoukakonsaru.html
https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/nyusatsu/kensetsu/index.files/20260224tsuuchi.pdf
https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/nyusatsu/kensetsu/index.files/bouhaiseiyakusyo080224.pdf
https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/nyusatsu/kensetsu/hacchujoho/jigoshinsa.html

